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はしがき

　皆さんは，フラワーデモという社会現象を覚えておられますか。これは，平成
31年３月中に，４件の性犯罪につき相次いで無罪判決が言い渡され，これに対す
る国民の怒りが率直に示されたものであります。いずれの判決も，裁判官は，被害
者の言葉に真摯に耳を傾けることなく，被告人の弁解だけを一方的に取り上げて無
罪を言い渡したものであり，裁判官がそのような杜撰かつ女性軽視的な感覚しか
持っていないことに国民が驚き，また，激怒したものでありました。性犯罪，特に
強制性交等罪は，魂に対する殺人とも評されるように被害者にとっては命を奪われ
るに等しい苦痛を被るものであります。やっとの思いで被害の届出をした被害者に
対し，司法がその苦痛を癒したり，犯人への恨みをはらすのではなく，逆に，被害
者に対し，犯罪で受けたのと同様の苦痛を更に与えたのであって，上記各判決を言
い渡した裁判官がいかに罪深い行為に及んだのかと思い至るべきであります。
　そこで，これらの判決がいかに不当であるかが分かるように，本書では，事実関
係も判決文も極力要約はせずに，犯罪の成否を判断する上で必要な部分はすべて載
せておき，読者の方々においてその当不当を判断できるようにしてあります。皆さ
ん個々人において，どのように感じられるか，よく読んだ上で自ら判断していただ
ければと思っております。
　ただ，このような性犯罪に関する不当判決は上記の４件だけではなく，他にも同
様に被害者を蔑ろにした無罪判決がいくつも出されております。そのため，特に，
性犯罪に関しては，裁判に対する国民の厳しい目が向けられなければならず，一般
国民の自然な法感情による不断のチェックを続けることが不可欠であると思ってお
ります。

　そのような状況の中で，いかに被害者や，一般国民を守っていくかが捜査官に問
われているところであります。捜査官としては，被害者を保護する中で，その供述
を吟味し，いかに被害状況の説明が拙くても，また，当時の心理状態の表現が不十
分であっても，そこから真相を見つけ出し，真に性的な被害を受けていたのであれ
ば，断じて犯人を逃がしたり，許したりはしてはならないのであります。
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　そのために，本書は，性犯罪捜査について様々な角度から検討し，悪質な性犯罪
者と闘うための武器となることを意図して書き著したものであります。したがいま
して，本書では，刑法に限らず，性犯罪を規制している全ての特別法も取り上げて
おり，また，捜査手法に関しても，性犯罪捜査に関するものはほぼ全て取り込んで
おります。

　さらに，本書では，これまでの刑法の教科書などではまったく載せられていなかっ
た「わいせつ文書」そのものについても掲載しております。つまり，わいせつ性の
判断について，いわゆるチャタレイ裁判で最高裁が示したわいせつ概念などについ
ては，多くの捜査官も，刑法を勉強する過程で学んでおり，また，その理解もされ
ていると思われますが，では，実際に，どのようなわいせつ表現がなされていたの
かを実際に読んだ方はどの程度おられるでしょうか。多くの学者や実務家によって
書かれた刑法各論などの解説においても，実際には問題とされたわいせつ表現その
ものは載せられてはいないため，あくまで頭の中で抽象的に考えていただけではな
いかと思われます。
　そのため，本書では，刑事事件として裁判上問題となった「チャタレイ夫人の恋人」

「悪徳の栄え」及び「四畳半襖の下張」の各文学作品並びに「愛のコリーダ」の脚
本について，訴因とされたわいせつ表現が示された部分のいくつかを掲載しました。
これらが実際にわいせつ概念に含まれるものかどうか，読者の方々自身によって判
断していただきたいと思っているところであります。

　なお，本書では，公訴事実や罪となるべき事実を引用する際，警察官や学校の教
員が性犯罪の主体となった場合には，被告人の職業としてそれらを記載してありま
す。これは起訴状などで用いる場合には余事記載となるおそれがありますが，ただ，
本書では，このような立場の者も性犯罪に及んでいるという事実を明らかにしてお
くため，敢えてそれら肩書となる職業も記載してありますので，そういった意味で
書かれていることもご理解いただきたいと思っております。

　本書が，性犯罪の捜査に従事する方々のお役に立てるのであれば，著者として望
外の喜びであります。また，本書が性犯罪撲滅のための一助になることを心から祈っ
ております。
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はしがき　v

　最後に，本書の作成に当たっては，立花書房出版部長馬場野武氏，出版部中埜誠
也氏には大変お世話になりました。ここで両氏の貢献に心から謝意を表したいと思
います。

　令和３年７月
城　祐一郎　
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凡　例

【文献略語】
刑　録 大審院刑事判決録
刑　集 大審院刑事判例集，最高裁判所刑事判例集
裁集刑 最高裁判所裁判集刑事
高刑集 高等裁判所刑事判例集
高検速報 高等裁判所刑事裁判速報（各高等検察庁）
東高時報 東京高等裁判所刑事判決時報
裁判特報 高等裁判所刑事裁判特報
判決特報 高等裁判所刑事判決特報
下刑集 下級裁判所刑事裁判例集
刑裁月報 刑事裁判月報
刑　資 刑事裁判資料
判　時 判例時報
判　タ 判例タイムズ

橋爪・講座 橋爪隆著　「判例講座・刑法各論１〜 22」警察学論集第
72巻第10号〜第74巻第９号　2019年〜 2021年　立花
書房

条解刑法 前田雅英編集代表　条解刑法〔第４版〕　2020年　弘文
堂
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凡　例　vii

【法令名略語】
児童買春・児童ポルノ処罰法  児童買春，児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に

関する法律（平成26年改正前）
児童買春，児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童
の保護等に関する法律（平成26年改正後）

ストーカー規制法 ストーカー行為等の規制等に関する法律
出会い系サイト規制法  インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の

規制等に関する法律
東京都青少年健全育成条例 東京都青少年の健全な育成に関する条例
東京都迷惑防止条例 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例

（東京都条例）
風営法 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
リベンジポルノ防止法  私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
労働者派遣法 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に

関する法律

【注】
　なお，本文中引用箇所の下線及び圏点は全て著者が付した。
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第１章�　性犯罪事犯の犯罪情勢及び
対抗措置としての新規立法や法改正の状況

はじめに

　我が国の刑法犯の認知件数等は，図１のとおり，平成14年にピークに達した後，
現在まで連続して減少しており，平成30年には，戦後最少を更新した。戦後最少は，
平成27年以降，毎年更新中である。
　このような認知件数の減少は，窃盗犯の減少によるところが大きいが，では，性
犯罪の犯罪情勢はどのようになっているのであろうか。暗数は性犯罪事犯では特に
大きな問題となり得るであろうが，我が国での実態はどのようなものであるのか。
　また，そのような犯罪情勢に照らして，我が国は立法措置として，どのような新
規立法や法改正により対抗してきたのであろうか。

想定事例

　甲野太郎は，夜間，人気のないところを歩いて帰宅していた乙野次郎を見かけ
るや，突然その背後から羽交い絞めにして，乙野を路上に押し倒し，そのまま押
さえつけてズボンと下着を脱がし，乙野に肛門性交を敢行した。甲野の刑責はど
のように考えるべきか。
　また，その後，甲野は，乙野に対し，「このことは警察に言うんじゃねえぞ。」
と言ったが，このような被害に遭って，警察に届けていない暗数はどのくらいあ
るのか。

　今日の我が国における性犯罪事犯の犯罪情勢はどのように評価され
るべきか。

問　題
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「令和２年版犯罪白書」1-1-1-1図を引用

図１　刑法犯　認知件数・検挙人員・検挙率の推移
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第１章　強制性交等罪

はじめに

　女性に対する従来の強姦行為などは，単に，自己の性欲を満足させようとするた
めだけに敢行されるものであり，敢えて実行しなければならない理由などがまった
くない犯罪である。殺人や窃盗などについていえば，当該犯行が許容されないのは
同様であるものの，その動機やいきさつ等には同情すべき余地がある場合もある犯
罪であるのに対し，従来からの強姦，強制わいせつ等はおよそ被疑者側に酌むべき
事情などは何もない犯罪である。したがって，傷害などよりは重く処罰されて当然
であり，実質的には，殺人や傷害致死等に次ぐ程度の刑罰をもって臨むべき犯罪で
あると考えられる。しかしながら，この点について，刑法は，その制定当初から性
犯罪被害に対しては，財産犯被害に比べて非常に軽く扱ってきた。ただ，近時の法
改正により，この点は修正されつつある状況にある。
　また，一方で，性犯罪は，古典的には非力な女性に対する犯罪であったものの（もっ

とも，年少男児に対する性犯罪は古くから存在していたが。），今日では，性的欲求の多
様化や男女間の種々の格差が減少してきたことなどを背景に，男性が性犯罪の被害
者となるケースも見られるようになってきた。
　そのような事情などもあって，平成29年の刑法改正においては，女性に対する
性犯罪であった強姦罪を廃止し，新たに，被害者の性別を問わない強制性交等罪が
新設されるなど，時代に応じた改正がなされるに至っている。

　平成29年の刑法改正により，従来の強姦罪等はどのように変更さ
れたのか。

問　題
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想定事例

　甲野太郎警部補は，所轄刑事課刑事係長であるが，乙野花子から，「氏名不詳
の犯人は，通行中の女性乙野花子（当時18歳）を認めてにわかに劣情を催し，同
人を強いて姦淫しようと企て，夕方午後７時10分頃，千葉市中央区内の路上に
おいて，同人に対し，『ついてこないと殺すぞ。』などと語気鋭く申し向けて脅迫
するとともに，同人のコートの袖をつかんで引っ張るなどの暴行を加え，同人を
同所から同区内のビル北側外階段屋上踊り場まで連行し，同日午後７時25分頃，
同所において，同人に対し，同人を壁に押しつけ，左腕で同人の右脚を持ち上げ
るなどの暴行を加え，その反抗を困難にした上，無理矢理同人を姦淫した。」と
いう告訴状を受け取った。
　この事件において，甲野警部補が捜査上留意しなければならないのは，どのよ
うなことであるのか。

設問と解答

問１
平成29年刑法改正はどのような内容か。
解答
　平成29年６月16日，第193回国会において，「刑法の一部を改正する法律」（以下

「改正法」という。）が成立し，同月23日公布され，同年７月13日に施行された。こ
の改正法では，近年における性犯罪の実情等に鑑み，事案の実態に即した対処を可
能とするため，強姦罪の構成要件及び法定刑を改めて強制性交等罪とするとともに，
監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪を新設するなどの罰則の整備を行い，さらに，
強姦罪等を親告罪とする規定を削除した。

問２
　具体的に，まず，従来の強姦罪については，平成29年改正法ではどのように改
められたのか。
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第１章　売春防止法

はじめに

　売春は，古典的犯罪であり，人類の誕生とともにある職業であるともいわれてい
る。なぜ，これが犯罪とされるのか，また，具体的にどのような行為について犯罪
とされているのかなど理解しておかなければならない点も多い。ただ，売春の態様
なども時代とともに変わってきているので，できるだけ近時の問題を取り上げて解
説することとしたい。

想定事例

　被疑者甲野太郎は，昭和55年２月から同63年２月頃までの間，神戸市中央区
内のＨ信用金庫Ｋ支店の支店長であったものであるが，同金庫の業務に関し，Ａ
から融資の申込みを受けて同人と交渉し，融資金返済の条件を定めるなどした後，
同金庫所定の融資稟議手続を経て同金庫営業本部長Ｄの決裁を得た上，昭和62
年３月25日，同支店において，Ａに対し，同人が同市兵庫区内の個室付浴場「Ｍ
クラブ」（いわゆるソープランドと呼称されるもの。）の開業資金に充てることを知
りながら，1,000万円を貸与した。
　甲野の刑責はどのようなものか。

　売春防止法は，売春防止のためにどのような規定を設けているのか。問　題
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設問と解答

問１
　売春防止法２条は，「売春」について「対償を受け……性交すること」をいうと
定義しているが，このような売春が禁止されるのはなぜか。また，売春防止法が目
的とするところは何か。
解答
　売春防止法１条は，

　売春が人としての尊厳を害し，性道徳に反し，社会の善良の風俗をみだす
ものである

ことから法律上禁止され，これを実効性のあるものとするために，更に，
　売春を助長する行為等を処罰するとともに，性行又は環境に照して売春を
行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることに
よって，売春の防止を図ることを目的とする

としている。

問２
　売春防止法５条は，売春の相手方を求めて売春婦自らが勧誘等をする行為を禁止
している。そのような売春をする目的での勧誘等の行為については，同法５条柱書
において，
　　　　６月以下の懲役又は１万円以下の罰金に処する
こととされている。
　同条では，具体的にどのような勧誘等の行為が禁じられているのか。
解答
　同条は全体を通じて売春のための勧誘行為を禁じているのであるが，それを具体
化した一定の行為のみを刑罰の対象としているものである。そこで，まず，１号では，

　公衆の目にふれるような方法で，人を売春の相手方となるように勧誘する
こと。

が，また，２号では，
　売春の相手方となるように勧誘するため，道路その他公共の場所で，人の
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第１章　DNA型鑑定

はじめに

　現在，警察による殺傷犯等の捜査において，DNA型鑑定は不可欠の捜査手法と
なっている。この点は，性犯罪事犯でも同様であり，その有用性は極めて高い。そ
こで，本章では，まず，DNA型鑑定に関して，DNAの基礎的な知識を確認した上で，
この鑑定理論，鑑定手法や資料等の保管，管理等に関して問題となった裁判例を紹
介し，今後の捜査に役立てるようにしたいと考えている。

想定事例

　被疑者甲野太郎は，乙野次郎らと共謀して，深夜路上で，通行中の女性を，自
動車内に引きずり込み，腹部を殴打するなどの暴行を加え，移動した後，順次同
女を姦淫した。甲野は，わいせつ目的略取，監禁，強制性交等罪の罪で起訴され
た。その捜査の過程で，被害者を診察した医師は，警察から渡された綿棒を用い
て，被害者の膣内液を採取し，その後，科捜研で鑑定が実施された結果，同膣内
液から検出された精液のDNA型が甲野のDNA型と一致するという結果が出され
た。その手続過程は適正になされており，綿棒の取扱いについても特段の問題は
なかった。ただ，本件の鑑定後，当該綿棒は不要となったため被害者に還付され
ていた。
　この事案において，弁護人は，鑑定資料の同一性に問題があると主張し，特に，
本件綿棒が，鑑定後，被害者に還付された後は廃棄されるなどして所在不明とな

　DNA型鑑定が現代の犯罪捜査において果たす役割はどのようなも
のか。

問　題
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り，その同一性の確認も再鑑定も不可能となったので，上記鑑定に信用性を認め
ることはできないとして争った。
　本件鑑定の信用性についてはどのように考えるべきか。

設問と解答

問１
　そもそもDNAとは何か。
解答

DNAとは，人の細胞内にあるデオキシリボ核酸（deoxyribonucleic acid）の英語
表記のうち，頭文字をとったものである。
　人の身体は，約37兆個の細胞から成り立っており，その各細胞の中には，１個
の核があり，その核の中には，紐状の染色体があって，DNAは，その染色体の中
にある物質なのである。このように核内にあることから，これを「核DNA」と呼ぶ。
もっとも，その他に，細胞内のミトコンドリア内にもDNAは存在するがこれにつ
いては問13で述べることとする。
　DNAは非常に長くて細い糸状の物質なので，ヒストンと呼ばれるたんぱく質に
巻き付いてもつれないようにして存在しており，それが染色体として形成されてい
る。
　そして，その染色体は，父親から受け継いだもの１本と，母親から受け継いだも
の１本とで，２本で一対になっており，常染色体22対，性染色体１対の合計で23対，
46本の染色体が１個の核の中に存在している。このように一対になっているので，
これを２倍体と呼んでいる。そして，そのような染色体１本ずつにつき，それぞれ
の中に１本のDNAが存在するので，結局，ヒトは父親に由来するDNA23本と，母
親に由来するDNA23本の合計46本のDNAを持っていることになる。

問２
　DNAの構造はどのようなものであるのか。
解答
　DNAの構造は，はしごが螺旋状に捻れた構造になっており，これを「DNAの二
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第１章　強制性交等罪の非親告罪化

はじめに

　強制性交等罪における被害者の告訴は，被害者の名誉を守るために，犯人の処罰
をその意思に係らしめるのが妥当であるなどの理由からこれまで設けられていた手
続である。つまり，犯罪の性質上，訴追することによって被害者の名誉が害される
場合があり得るため，被害者保護の見地から親告罪とすることで，被害者の意思を
尊重するという趣旨であると考えられていた。
　今回，平成29年の刑法改正の際には，そのような考え方が妥当であるのか十分
な議論が交わされ，強制性交等罪，準強制性交等罪，強制わいせつ罪，準強制わい
せつ罪，わいせつ目的，結婚目的の略取・誘拐罪が非親告罪とされたが，その背景
事情や理由等を明らかにしておきたい。

想定事例

　甲警察署刑事課の甲野太郎巡査部長は，迷宮入りになっていた古い強姦事件
（当時）の捜査資料を見直していた。この事件は，平成27年当時のもので，当時，
女子大生であった乙野花子が被害者であったものの，犯人が未検挙になってい
た。ところが，押収していた被害者の着衣をよく見ていたところ，その裏地の隅
のところに，精液のシミではないかと思われる変色した部分を発見した。それは
今まで鑑定がなされていなかったので，甲野巡査部長は，そのシミの部分につい
て科捜研でDNA型鑑定をしてもらったところ，性犯罪の常習犯である丙野次郎

　なぜ，平成29年の刑法改正により，強制性交等罪が親告罪でなく
なったのか。

問　題
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のDNA型と一致した。それで丙野を呼び出して調べたところ，実にあっさりと
自分の犯行であると認めた。
　そこで，花子を呼び出して丙野が犯人であることを説明したところ，花子は，「今
でも犯人は憎いので，丙野を処罰してもらいたいと思っています。ただ，告訴を
すると，私がその人を自分の意思で処罰させたみたいになり，それは恨まれる原
因にもなりますので嫌です。私の告訴なしでやってください。」と言った。甲野は，
丙野の犯行は，平成29年の刑法改正以前であるため，花子の告訴が必要なので
はないかと悩んだ。
　さて，甲野はどうしたらよいのか。

設問と解答

問１
　強姦罪などは，長年，親告罪とされていたのであるが，その点について，どのよ
うな不都合が起きてきたのか。
解答
　告訴をすることが被害者にとって負担となってきたからである。つまり，近年の
実情として，性犯罪被害によって肉体的，精神的に多大の被害を受けた被害者にとっ
て，告訴するか否かの選択を迫られているように感じたり，告訴したことにより犯
人から報復を受けるのではないかと不安を持つ場合があり，親告罪であることによ
り，かえって被害者が苦痛を感じるようになってきたからである（橋爪隆「性犯罪

に対処するための刑法改正について」法律のひろば70巻11号13頁）。

問２
問１のような事情を背景に，親告罪をどのように変えていくことが考えられたの
か。
解答
問１で上述したような実情に鑑みて，強姦罪などを親告罪として維持するよりも，

非親告罪として，親告罪であることにより生じている被害者の精神的負担を解消す
べきであると考えられた。
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